芦屋野球協会取り決め事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
芦屋野球協会
2025年12月20日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1.選手登録申請について
①選手登録は１人「１チーム」に限る。

②背番号は０番から９９番とし、監督30、主将10、他の選手は背番号の若い順に記入すること。

③代表者・実際の連絡者は、試合の中止・延期など、連絡の責任が取れるものにすること。
④チームの選手登録者数の上限は設けない。但し県大会など上位大会においては上限が設けられているので
確認すること。

⑤登録申請と同時にスポーツ保険へ加入し、保険料として1，400円徴収する。
2.追加選手登録申請について

①追加選手登録申請料として700円と、同時にスポーツ保険へ加入、保険料として1,400円を徴収する。
②追加選手登録申請は、原則出場する試合の1週間前に手続き行うこと。
③当日の追加選手登録申請も認めるが、スポーツ保険未加入扱いとし、怪我や賠償責任が生じた場合は自己責任で対応すること。（保険加入手続きに１週間程度要するため。）
④棄権回避のため当日のみ出場する選手の登録を認める。登録料として1,000円徴収する。スポーツ保険には加入出来ないため、怪我や賠償責任が生じた場合は自己責任で対応すること。
3.ユニフォーム、用具について

①(公財)全日本軟式野球連盟が発刊する競技者必携に従うものとする。
4.試合日程について

①日程は2週間前にホームページに掲載する。

②掲載後の日程変更は認めない。メンバーの大半が関係する会社行事などで参加できない場合は、2週間前
までに書面またはメールで申し出ること。原則として1回戦のみとする。
5.球場の使用について　
①球場周辺の公園内では、素振り・キャッチボールは禁止する。
②球場施設(公園内全域)は禁煙とする。指定された喫煙場所はありません。試合中は禁煙とする。
③試合後のグラウンド整備は両チームで行うものとし、最終試合においてはベンチ内の清掃も行うこと。
6.試合前の準備について

①球場に到着後、速やかに本部で打順表を受け取り、試合開始時間の30分前までに試合球として新球1球とともに本部へ提出すること。打順表には必要事項を必ず記入すること。
②打順表提出後であれば球場内、外野ファウルゾーンでのキャッチボールを認める。1塁、3塁の審判員より外野側で2組(4人)以内とする。第１試合においては本部が指示した時間より球場内使用を認める。
③球場内でのキャッチボールを除くウォーミングアップは禁止とする。

7. 試合について
① 試合はすべて７回戦とするが②の通り時間制を適用する。
② 試合時間は1時間20分とする。但し後攻チームがリードしている場合に限り１時間15分を過ぎていれば
裏の攻撃をせず試合終了とする。
③挨拶時を試合開始時刻とし、計時など含めて、すべての判断は球場責任者が行うものとする。

④試合終了時、同点の場合、トーナメント戦においては、勝敗を抽選で決定する。抽選は先行チームから守備位置順に、交互に行い、○の数が多いチームを勝ちとする。リーグ戦においては結果を引き分けとする。
⑤試合は5回以降7点差以上でコールドゲームを適用する。
⑦指名打者ルールを使用可能とする。打順表に必ず記載すること。
⑧試合成立は5回終了時または開始から1時間が経過した時点とする。
　
※取り決め事項記載以外については(公財)全日本軟式野球連盟が発刊する競技者必携に従うものとする。
その他不明な点は協会まで確認すること。
以上。
